
大牟田市短期集中予防サービス事業実施業務プロポーザルに関する質問及び回答

令和 8年 4月 28 日
大牟田市福祉課

資料名 頁 項目 質問 回答

実施
要領

3
９.プレゼンテ
ーションの実施

計画書とは別に投影用の資
料を事前に準備し、当日はその
投影用の資料を用いてプレゼ
ンテーションを行うことは可
能か。

様式第６号に基づきプレゼ
ンテーションを行っていただ
きますが、記載内容を補足する
目的（例：内容を図表等で可視
化、面談スペースの画像や図面
の投影等）に限り使用すること
ができます。その場合でも説明
時間は 10分以内とします。

様式
第６号

1
２.現在運営し
ている事業所

枠が不足する場合は追加と
あるが、枠を超過して記載する
と他の記載欄・行数が制限され
ることになるが見解は。

超過する場合で、他の記載
欄・行数に支障をきたす場合
は、主要な施設に絞られて構い
ません。

様式
第６号

別紙１
仕様書

2

2

様式第６号
５.事業の実施
計画
【２】円滑なサ
ービス提供
(4)サービス提
供スペースの整
備等

仕様書
６．業務内容
イ C 型サービ
ス提供
(ア)測定（開始
時）・(オ)測定
（終了時）

大牟田市短期集中予防サー
ビス事業実施業務の実施計画
書における、「(４)サービス提
供スペースの整備等について」
の記載に関連し、ご確認させて
いただきたく存じます。
別紙１「大牟田市短期集中予

防サービス事業実施業務委託
仕様書」の(４)Ｃ型サービスの
提供(ア)及び（オ）に記載され
ている測定「通常・最大歩行速
度」を実施する場合、5ｍの測定
区間に加え、予備路として 3ｍ
程度のスペースが必要となり、
合計で約 8ｍの直線空間の確保
が求められるものと認識して
おります。
そのため、面談スペースにお

いて当該距離の確保が難しい
場合、同一建物内にある他の介
護事業所のスペースを共有し、
測定を実施することは可能で
しょうか。
なお、その場合は、介護事業

所利用者のサービス提供の妨
げにならないことを前提とし
ます。

測定は面談と別のスペース
をご活用いただくことは可能
です。測定は開始時と終了時が
同じ条件の下で実施されます
ようお願いします。

別紙 1
仕様書

1 ５．実施区域

大牟田市短期集中予防サー
ビス事業実施業務委託仕様書
では「５ 実施区域」ごとにサー
ビスを実施することとされて
いますが、それぞれの区域にお
けるアセスメント訪問が必要
な人数及び短期集中予防サー
ビスの利用者数について、それ
ぞれ年間何人程度を想定され
ていますか。

対象者数は、市全体で概ね
800 人/年と見込んでおり、これ
を包括区域ごとに高齢者人口
の割合で按分し、以下の通り見
込んでいます。（通所・訪問共
通）
中央 195 人、手鎌 88 人、吉

野 107 人、三池 207 人、三川 78
人、駛馬・勝立 124 人。

別紙１
仕様書

2
６．業務内容(2)
アセスメント訪
問

「（2）アセスメント訪問」の
１行目、介護認定の相談につい
ては、市窓口、地域包括支援セ
ンターで受付を行うとあるが、
いずれの窓口でも受付を行う
という認識で良いか。

お見込みの通り、市介護保険
担当の窓口、各地域包括支援セ
ンターで受付を行います。


